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(1) 施術が原因 (誘因 )であることが記載されているもの

(2) 利用者が主張する状況 (症状 )が時系列で記載されているもの

(3) 施術との因果関係が記載されていないもの● 初期段階で確認が必要なもの

☆本会ではさまざまな施術事故の症状に対しても状況に合わせたアドバイスを行っております☆

利用者からクレームなどを受け施術事故として対応しなければならない状況で、診断書による確認をどの段階でおこなうかは、

施術事故対応を決めていく上で重要なポイントのひとつとなります。診断書の確認時期は症状等により時期を問わないものと、

初期段階で確認が必要なものに分けられます。また初期段階での確認では、受傷原因の記載が必要なものとそうでないものに

分けられます。

● 確認の時期を問わないもの

これは事実の確認が目的で熱傷や鍼治療による気胸などが挙げられま

す。いずれも施術との因果関係が明確なことが共通点です。

② 診断書の記載内容を問わないものには骨折が挙げられます。骨折の

多くの場合は、施術時の異音などにより発症を想定できていることから

診断書で傷病名が確認できればよいケースです。施術中に異常が確認さ

れなかったにもかかわらず、後になって利用者から施術中に骨折したと

の訴えを受けた場合は、どこをどう押された時に異常を感じたかをお聞

きし、利用者の主張が施術内容と一致するかどうかを確認することをお

勧めしています。

● 診断書は次の３種類

① 受傷原因の記載が必要なものは、主に痺れをともなう症状が挙げら

れます。施術が原因であるかどうかは利用者の主張で決めるものでは

なく医師の判断を重視するべきです。ただ、施術が原因と思い込んで

いる利用者の説明では、医師に「施術も原因のひとつかもしれない」と

言われたことが、「医師から施術が原因だと言われた」と断定に変わっ

てしまうことも見受けられますので、文書での確認が必要です。

(1)の場合、反論には状況からみた推測だけではなく、医学的な根拠が

必要となります。(2)の場合、因果関係は記載されていないものの、利

用者が医師にどのような説明を行ったかは確認できます。まずは記載

内容を施術者 (店舗 )が把握している事実と相違ないか確認したのち

に対応を検討します。(3) の場合、利用者の主張に信ぴょう性が低い

ときには、症状は確認できるが施術が原因で発症したかどうかはわか

らないと主張することができます。

診断書は事実を公文書で確認するものですから原本を受取りましょう。

初期段階で診断書による確認が必要なときも、いきなり診断書を請求せず

利用者の話をしっかりと聞くことが大切です

今回は一般的な対応パターンとして記載しています。施術事故では

事案によって対応を変える必要があり、本会では施術内容以外の背

景を含めてお話を聞くことで、状況にあったアドバイスを行っており

ます。

確認時期とその方法


